
 

（参考資料２） 

新型コロナウイルス緊急対策（3月 8日～4月上旬）（抜粋） 

 

(7)外国人県民への感染防止対策・情報提供 

(7)-1 外国人も利用しやすい検査・入院体制 

・ プライマリ・ケア・ドクター（かかりつけ医）の設置。 

・ 外国語での検査に関する相談窓口の設置。 

・ 宿泊療養施設に外国語通訳を配置。 

(7)-2 外国人県民への国籍や生活習慣等に応じた情報提供 

・ 外国人県民、派遣事業者、技能実習生受入企業への情報提供。 

・ ＳＮＳ等を活用した具体的な感染拡大事例の情報提供。 

・ イースター(４月４日)など、外国人特有の伝統や風習に根差したお祭り等におけ

る感染防止対策の呼びかけを徹底。 

 

（外国人県民の多い市における主な対応：３月４日現在） 

対策 実施済 実施中・準備中 

外国人全世帯への啓発

チラシの郵送配布 

岐阜市、関市、美濃加茂市、 

各務原市、可児市 

多治見市 

 

派遣事業者を直接訪問

し注意喚起 

関市、美濃加茂市、 

各務原市、可児市 

岐阜市、多治見市、瑞穂 

市 

保育所への直接訪問に

よる啓発 

岐阜市、多治見市、関市、 

美濃加茂市、可児市 

瑞穂市 

 

外国人利用施設への直

接訪問による啓発 

岐阜市、関市、美濃加茂市、 

土岐市、各務原市、可児市 

多治見市、瑞穂市 

 

 

   (7)-3 外国人関連事業者への予防的検査 

・ 外国人パブ等のクラスターが発生した可児市において、従業員へのウイルス検

査を実施。 

⇒３月２日から外国人派遣事業所、外国人パブ等に対する検査を開始。 

（２３４人：３月４日時点） 

 


